


≪ 日 程 ≫
12：30～ 受付

13：00～13：50 開会行事

人権作文・人権標語表彰式（作文朗読）

ほのぼの写真コンテスト表彰式

14：00～14：20 杵築中学校生徒会による人権学習発表

幼稚園、小・中学校の人権学習の取組の壁面展示

14：30～15：55 市民人権・同和教育講演会

15：55～16：00 閉会行事

※進行状況等により、講演会の開始時間が前後する場合があります。

講師：筑紫野市京町隣保館職員 長野 健一さん

演題：「人権・部落問題との豊かな出会いを」

～差別の現実に学び ひと・こころ・ゆめつなぎ～

【講師のプロフィール】

筑紫野市人権政策課長など、長年にわたり人権・同和行政担当者として従事

され、現在は筑紫野市京町隣保館職員、筑紫野市同和問題啓発資料編集員な

どのほか、県内外の人権・部落問題研修の講師として活躍中。

「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）をご存じですか。

部落差別のない社会の実現に向けて

部落差別問題の解決に向けては、これまでの長年の取組によって生活環境や産業基盤の整備など

の面で格差の解消が進み、また、社会の様々な分野で人権尊重の意識の醸成も進められてきました。

しかし、いまだに健康・就職差別や差別発言、インターネット上で差別的情報の流布が発生するな

ど解決にいたっていません。

このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関す

る法律」が2016（平成２８）年１２月１６日に施行されました。

市では法律の趣旨をふまえ、部落差別問題の解決のため国・県等と連携しながら、引き続き積極

的に取り組んでまいります。市民一人ひとりが力を合わせて、差別や偏見のない豊かな明るい社会

を築きましょう

と き 12月7日（土）13：00～16：00

ところ 杵築市健康福祉センター 多目的ホール

ながの けんいち

。


